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令和８年３月３日 

 

質問回答 

 

件名：【令和７年度（繰越）関東地方陸域及び里海における良好な環境の保全と利活用に

関する推進業務】 

 

【御質問１】 

請負者が負担するものとされている「良好な創出活動実施団体（４団体程度）の事業実

施に必要な経費」（合計 10,000千円（税込）程度を目安。１団体当たり 2,500千円（税込）

を上限）については、平成 16 年 11 月 30 日付け事務連絡「請負契約における再委任等の

取扱いの運用について」の「１．（２）外注費の計上」に規定される「外注費」に該当し、

外注費は合計額の２分の１未満の額にとどめるものと解してよいか。 

 

【回答１】 

本件につきましては、「良好な創出活動実施団体（４団体程度）の事業実施に必要な経

費」は、外注費に含まれますが、本業務の中で本事業の運営を行い、地域の取り組みに係

る支出を行う必要があるため、仮に外部への発注額が契約額の２分の１を超えてしまって

も問題ありません。 
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【御質問２】 

別添４ 提案書作成要領 

4.2 従事者の類似業務の実績、および５組織の実績におきまして、現在履行中の業務も

実績として記載することは可能でしょうか。また、4.2(1)において、主たる担当者の類似業

実績と手持ち業務が重複することは問題ないでしょうか。 

 

【回答案２】 

別添４「提案書作成要領」4.2「従事者の類似業務の実績」および５「組織の実績」にお

ける実績については、業務内容が本業務と類似しており、適切に遂行されている（または

遂行見込みである）ことが確認できるものであれば、現在履行中の業務についても記載い

ただいて差し支えありません。 

また、4.2(1)において、主たる担当者の類似業務実績と手持ち業務が重複すること自体は

問題ありません。ただし、本業務の履行に支障が生じないよう、業務従事体制や従事可能

時間等について合理的な説明がなされていることが望まれます。 



 

3 

 

【御質問３】 

仕様書 3. 業務の内容につきまして、(2)では、審査にあたる専門家は３名程度で(1)の専

門家と同じであること、と記載されております。これはすなわち、(1)の４団体に対しては

３名の専門家の中から各団体あたり１名を派遣する（２団体に派遣される専門家が１名い

る）ということでしょうか 

 

【回答案３】 

仕様書 3.(1)における４団体への対応については、３名の専門家が４団体すべてを確認す

る体制を基本的な想定をしております。 

ただし、採択内容や専門家の方々の時間的な対応を踏まえて、４団体すべてではなく、

一部の団体のみを支援することもあり得ます。 


